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災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
八
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
七
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
の
項
中
「
五
百
七

十
一
万
四
千
円
」
を
「
六
百
二
十
八
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
表
炊

き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給
の
項
中

「
千
百
六
十
円
」
を
「
千
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
表
被
服
、
寝
具

そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貸
与
の
項
中
「
一
八
、
八
〇
〇

円
」
を
「
一
八
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
三
一
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三

一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
〇
〇
〇

円
」
に
、
「
四
〇
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
、
一
〇
〇
円
」
に
、

「
三
五
、
八
〇
〇
円
」
を
「
三
五
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
五
六
、
二

〇
〇
円
」
を
「
五
五
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
四
二
、
八
〇
〇
円
」
を

「
四
二
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
六
五
、
七
〇
〇
円
」
を
「
六
五
、
三

〇
〇
円
」
に
、
「
五
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五
三
、
九
〇
〇
円
」
に
、

「
八
二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
八
二
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
九
〇

〇
円
」
を
「
七
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一

一
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
九
、
九
〇
〇

円
」
に
、
「
八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
一

三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
四
〇
〇

円
」
を
「
一
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
八
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一

八
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
〇
〇
〇

円
」
に
、
「
二
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
八
〇
〇
円
」
に
、

「
一
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
二
七
、
六

〇
〇
円
」
を
「
二
七
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
被
災
し
た
住
宅

の
応
急
修
理
の
項
中
「
五
十
九
万
五
千
円
」
を
「
六
十
五
万
五
千

円
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
一
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
表

学
用
品
の
給
与
の
項
中
「
四
千
五
百
円
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
、

「
四
千
八
百
円
」
を
「
五
千
円
」
に
、
「
五
千
二
百
円
」
を
「
五
千

五
百
円
」
に
改
め
、
同
表
埋
葬
の
項
中
「
二
十
一
万
五
千
二
百
円
」

を
「
二
十
一
万
三
千
八
百
円
」
に
、
「
十
七
万
二
千
円
」
を
「
十
七

万
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
災
害
に
よ
つ
て
住
居
又
は
そ
の
周
辺
に

運
ば
れ
た
土
石
、
竹
木
等
で
日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て

い
る
も
の
（
以
下
「
障
害
物
」
と
い
う
。
）
の
除
去
の
項
中
「
十
三

万
七
千
九
百
円
」
を
「
十
三
万
八
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
変
更
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
小
川
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か

ら
次
に
掲
げ
る
者
に
理
事
長
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
八
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

有
限
会
社
ア
ー
チ
ス

代
表
取
締
役

中
村

達
良

二

住
所

小
平
市
小
川
町
一
丁
目
二
千
九
十
五
番
地

採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条

の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と

お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
八
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

試
験
日
時

令
和
四
年
十
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
会
場

青
梅
市
河
辺
町
六
丁
目
四
番
地
の
一

東
京
都
青
梅
合
同
庁
舎
三
階

第
一
会
議
室
、
第
二
会
議
室
及
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び
第
三
会
議
室

三

受
験
資
格

特
に
な
し

四

試
験
方
法
及
び
試
験
科
目

㈠

試
験
方
法

筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
。

㈡

試
験
科
目

ア

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項
（
環
境
保
全
等
関
係
法

令
事
項
を
含
む
。
）

イ

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
岩
石
の
採
掘
、

発
破
、
破
砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処
理
、
脱
水
ケ
ー
キ
（
脱
水

処
理
に
伴
っ
て
生
ず
る
湿
状
の
岩
石
粉
）
の
処
理
、
廃
土
及

び
廃
石
の
た
い
積
並
び
に
採
掘
終
了
時
の
措
置
に
関
す
る
技

術
的
な
事
項
）

五

受
験
手
続

㈠

受
験
案
内
書
の
配
布

ア

配
布
期
間

令
和
四
年
九
月
一
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
八
日

（
水
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

イ

配
布
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
及
び
各
支

庁

㈡

受
験
願
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

ア

受
付
期
間

令
和
四
年
九
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
八
日

（
水
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

イ

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午

後
一
時
ま
で
の
時
間
を
除
く
。

㈢

受
験
願
書
の
受
付
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西

新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）
及
び
各
支
庁

㈣

提
出
書
類

ア

受
験
願
書
（
東
京
都
で
指
定
し
た
様
式
）

イ

受
験
票
（
東
京
都
で
指
定
し
た
様
式
）

ウ

写
真
（
縦
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

と
し
、
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
上
半
身
の
無
帽
無

背
景
の
も
の
）

ア
及
び
イ
の
用
紙
は
、
受
験
案
内
書
の
配
布
場
所
で
配
布
す

る
。

㈤

受
験
手
数
料

八
千
百
円

六

問
合
せ
先

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

電
話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
七
八
八

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


